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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

石
和
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
八
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

県
道

甲
府
昇
仙
峡

甲
府
市
塩
部
二
丁
目
七
九
〇
番
の
三
地
先
か
ら

線

甲
府
市
塩
部
三
丁
目
一
七
一
一
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

県
道

甲
府
市
川
三

中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
字
中
河
原
四
六
〇
番
の
三
地
先
か
ら

郷
線

中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
字
村
西
一
二
五
〇
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
六
十
号

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
の
三
第
一
項

第
二
号
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

一
　
中
間
検
査
を
行
う
区
域

県
内
全
域
（
甲
府
市
の
区
域
を
除
く
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

二
月
二
十
八
日

第
二
千
百
十
五
号

月　曜　日



二
　
中
間
検
査
を
行
う
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
中
間
検
査
を
行
う
建
築
物

１
　
一
の
建
築
物
（
法
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
工
程
を
含
む
工
事
に
係
る
建
築
物

を
除
く
。）
に
お
け
る
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
の
規
模
に
該
当
す

る
建
築
物

（一）

階
数
が
三
以
上
と
な
る
も
の

（二）

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

２
　
一
戸
建
て
の
住
宅
で
新
築
の
も
の
（
建
築
主
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
を
除
く
。）

四
　
中
間
検
査
を
行
う
建
築
物
の
構
造
並
び
に
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
は
、
建
築
物
が
二
以
上

あ
る
場
合
又
は
一
の
建
築
物
の
工
区
を
分
け
た
場
合
は
、
初
め
て
特
定
工
程
に
係
る
工
事
を
行
っ
た

建
築
物
又
は
工
区
の
工
事
の
工
程
に
係
る
も
の
と
す
る
。

中
間
検
査
を
行
う

主
た
る
構

主
た
る
構

主
た
る
構

主
た
る
構

主
た
る
構
主
た
る
構

建
築
物
の
構
造

造
が
鉄
骨

造
が
鉄
骨

造
が
鉄
筋

造
が
木
造

造
が
プ
レ
造
が
上
記

造

鉄
筋
コ
ン

コ
ン
ク
リ

（
在
来
軸

キ
ャ
ス
ト
に
掲
げ
る

ク
リ
ー
ト

ー
ト
造

組
工
法
又

コ
ン
ク
リ
構
造
以
外

造

は
枠
組
壁

ー
ト
造

の
も
の

工
法
）

特
定
工
程

鉄
骨
部
の

鉄
骨
部
の

階
数
が
一

屋
根
の
小

階
数
が
一
階
数
が
一

部
分
に
お

部
分
に
お

の
場
合
は

屋
組
工
事

の
場
合
は
の
場
合
は

い
て
、
初

い
て
、
初

屋
根
版
の

及
び
構
造

屋
根
版
の
屋
根
工
事

め
て
工
事

め
て
工
事

配
筋
工
事

耐
力
上
主

取
付
工
事
、
階
数
が

を
施
工
す

を
施
工
す

、
階
数
が

要
な
軸
組

、
階
数
が
二
以
上
の

る
階
の
建

る
階
の
建

二
以
上
の

の
工
事
（

二
以
上
の
場
合
は
初

方
工
事

方
工
事

場
合
は
鉄

枠
組
壁
工

場
合
は
初
め
て
工
事

筋
コ
ン
ク

法
を
用
い

め
て
工
事
を
施
工
す

リ
ー
ト
造

た
建
築
物

を
施
工
す
る
階
の
直

の
部
分
に

の
場
合
は

る
階
の
直
上
の
階
の

お
い
て
、

、
屋
根
の

上
の
階
の
主
要
構
造

初
め
て
工

小
屋
組
工

主
要
構
造
部
で
あ
る

事
を
施
工

事
及
び
耐

部
で
あ
る
床
工
事

す
る
階
の

力
壁
工
事

床
版
の
取

直
上
の
階

）

付
工
事

の
主
要
構

造
部
で
あ

る
床
版
の

配
筋
工
事

特
定
工
程
後
の
工

構
造
耐
力

構
造
耐
力

特
定
工
程

構
造
耐
力

特
定
工
程
階
数
が
一

程

上
主
要
な

上
主
要
な

の
配
筋
を

上
主
要
な

の
屋
根
版
の
場
合
は

部
分
の
鉄

部
分
の
鉄

覆
う
コ
ン

軸
組
及
び

又
は
床
版
外
装
工
事

骨
を
覆
う

骨
を
覆
う

ク
リ
ー
ト

耐
力
壁
を

と
壁
の
相
（
屋
根
ふ

耐
火
被
覆

コ
ン
ク
リ

を
打
ち
込

覆
う
外
装

互
を
接
合
き
工
事
を

工
事
、
外

ー
ト
を
打

む
工
事

工
事
（
屋

す
る
部
分
除
く
。）

装
工
事
（

ち
込
む
工

根
ふ
き
工

を
覆
う
工
及
び
内
装

屋
根
ふ
き

事

事
を
除
く

事

工
事
、
階

工
事
を
除

。）
及
び

数
が
二
以

く
。）
及

内
装
工
事

上
の
場
合

び
内
装
工

は
二
階
の

事

柱
又
は
壁

工
事

備
考
　
主
た
る
構
造
と
は
、
一
の
構
造
は
そ
の
構
造
と
し
、
二
以
上
の
構
造
を
併
用
し
て
い
る
場
合

は
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
で
区
画
さ
れ
た
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
う
ち
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
最
大

の
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
最
大
の
も
の
が
二
以
上
と
な
る
場
合
は
、
初
め
て
特
定
工
程
に

係
る
工
事
を
終
え
た
部
分
の
構
造
を
主
た
る
構
造
と
み
な
す
。

五
　
適
用
の
除
外

法
第
十
八
条
及
び
第
八
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
、
法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
建
築
物
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る
建
築
物
又
は

法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
る
た
め
の
書
類
を
提
出
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、

そ
の
建
築
主
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
も
の
並
び
に
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け
、
銀
行
そ
の
他
一
般
の
金
融
機
関
の

貸
付
債
権
の
譲
受
け
及
び
当
該
貸
付
債
権
を
担
保
と
す
る
債
権
等
に
係
る
債
務
の
保
証
の
対
象
と
な

る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
関
係
告
示
の
廃
止
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

一
一
六



２
　
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
　

第
百
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
告
示
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
の

申
請
書
を
提
出
す
る
建
築
物
及
び
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
る
た
め
の
書
類

を
提
出
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
た
建
築
物
及
び
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
る

た
め
の
書
類
を
提
出
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公
　
　
　
告

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
一
宮
北
部
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
大
野
寺
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

平
成
二
十
三
年
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

は
、
同
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

１
　
学
科
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
二
十
三
年
七
月
三
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

２
　
設
計
製
図
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
二
十
三
年
九
月
十
一
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
二
十
三
年
十
月
九
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学

三
　
受
験
申
込
手
続

１
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験

又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報

の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
試
験
の
申
込
み

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（一）

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

a

期
間
　
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
七
日
（
木
）
ま
で

s

時
間
　
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で

（二）

受
験
申
込
方
法

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.jp/

）
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申

し
込
む
こ
と
。

２
　
受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

（一）

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

a

期
間
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
金
）
ま
で

s

時
間
　
a
の
期
間
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（二）

受
験
申
込
書
の
請
求
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
四
階
　
社
団
法
人
山
梨
県
建
築

士
会
（
以
下
「
建
築
士
会
」
と
い
う
。）
の
事
務
所

（三）

受
験
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
五
階
ホ
ー
ル

受
験
申
込
書
の
提
出
は
、
受
験
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
（
木
）
を
予
定
し
て
い
る
。
な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
二

級
建
築
士
試
験
は
同
年
八
月
二
十
三
日
（
火
）、
木
造
建
築
士
試
験
は
同
年
九
月
六
日
（
火
）
を
予

定
し
て
い
る
。

五
　
そ
の
他

設
計
製
図
の
課
題
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
八
日
（
水
）
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
各
支
部
及
び
建
築
士

会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
学
科
の
試
験
当
日
に
、
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

一
一
七



'

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
免
許
証
シ
ス
テ
ム
機
器
用
消
耗
品
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
ベ
ー
ス
等
）

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

五
　
契
約
金
額

三
千
九
百
八
十
五
万
七
千
百
六
十
円

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
日
山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号
（
一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
安
全
上
、防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
旨
の
認
定
）

八
三

上

終
わ
り
か
ら
七

第
九
三
八
―
一
号

第
四
九
三
八
―
一
号

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日

一
一
八


